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番号 項目名専門部会

詳細調整報告項目一覧

分科会

13上水道部会 2水道営業分科会 2 水道料金等口座振替

7 水道料金等の徴収

11 使用水量の計量（検針）

3水道工務分科会 10 漏水修繕工事体制

11 漏水修繕工事の費用負担の範囲



分科会名分科会名分科会名分科会名 水道営業

統一時期統一時期統一時期統一時期 備　　考備　　考備　　考備　　考

１　水道料金等の徴収方法は、納入通知書又は口座振替とする。

２　水道料金については、自主納付が原則であることから集金人
　による徴収は行わない。
　
３　水道料金については、隔月徴収の市町と毎月徴収の市町村、
　それに水道料金と下水道使用料を毎月交互に徴収している町及
　び一部地区がある。
　　合併後も隔月徴収及び毎月徴収は現行のまま引き継ぐものと
　し、水道料金と下水道使用料を交互に徴収している町及び一部
　地区については、水道料金と下水道使用料を合算し、毎月徴収
　とする。
　　なお、合併後２～３年を目途に隔月徴収へ移行を行うものと
　する。
　○各市町村の徴収の現況
　・津　　市　　隔月徴収（一部は毎月徴収）
　・久 居 市　　毎月徴収
　・河 芸 町　　隔月徴収（一部は、水道料金と下水道使用料を
　　　　　　　　　　　　　毎月交互に徴収）
　・芸 濃 町　　毎月徴収
　・美 里 村　　毎月徴収
　・安 濃 町　　隔月徴収
　・香良洲町　　隔月徴収（水道料金と下水道使用料を毎月交互
　　　　　　　　　　　　　に徴収）
　・一 志 町　　毎月徴収
　・白 山 町　　毎月徴収
　・美 杉 村　　毎月徴収
　
４　美杉村の簡易水道利用組合が管理する簡易水道料金の徴収方
　法については、現行のまま引き継ぐ。

7 水道料金等の徴収 合併と同時 ●調整内容表（様式４）　調整の具体的内容
・原則自主納付であり、口座振替、コンビニ納付を推進する。
・集金人による徴収委託は、極力自主納付の方向で調整する。

●詳細事項調整結果

調整結果調整結果調整結果調整結果

１　次の事務処理方法により口座振替手続きを行う。
（１）口座振替にする場合は、口座振替依頼書の提出を求める。
（２）口座振替日は、納期限の日を基準日とする。
（３）残高不足等による未納者については、自動的に再振替処理
　　を行う。

２　取扱金融機関
　百五銀行、りそな銀行、ＵＦＪ銀行、みずほ銀行、三重銀行、
　関西アーバン銀行、中京銀行、第三銀行、津信用金庫、三重信
　用金庫、ＵＦＪ信託銀行、東海労働金庫、津安芸農業協同組合、
　三重中央農業協同組合、一志東部農業協同組合、三重県信用農
　業協同組合連合会、三重県信用漁業協同組合連合会、郵便局

３　現在の口座は、合併後も引き継ぐ。
　　水道料金と下水道使用料を併せて徴収するため、水道料金の
　口座と下水道使用料の口座が異なる場合は、合併時までに統一
　する。

事務事業詳細事項調整結果一覧事務事業詳細事項調整結果一覧事務事業詳細事項調整結果一覧事務事業詳細事項調整結果一覧
部会名部会名部会名部会名 上水道

2 水道料金等口座振
替

合併と同時 ●調整内容表（様式４）　調整の具体的内容
　・津市取扱金融機関以外の金融機関を調整する。
　・自動再振替処理を金融機関と調整する。

●詳細事項調整結果

区　　分区　　分区　　分区　　分



分科会名分科会名分科会名分科会名 水道営業

統一時期統一時期統一時期統一時期 備　　考備　　考備　　考備　　考調整結果調整結果調整結果調整結果

事務事業詳細事項調整結果一覧事務事業詳細事項調整結果一覧事務事業詳細事項調整結果一覧事務事業詳細事項調整結果一覧
部会名部会名部会名部会名 上水道

区　　分区　　分区　　分区　　分

　次の事務処理方法により検針業務を実施する。
１　各合併関係市町村の検針サイクルは、次のとおりとする。
（１）隔月検針サイクルの市町

（２）毎月検針サイクルの市町村
　　ア　検針日が１日～６日
　　　　津市の一部、河芸町の一部、芸濃町、白山町、美杉村
　　イ　検針日が１０日～１６日
　　　　久居市
　　ウ　検針日が２０日～２６日
　　　　美里村、香良洲町、一志町
　※合併後２～３年を目途に隔月検針へ移行を行うものとする。

使用水量の計量
（検針）

合併と同時

●詳細事項調整結果

●調整内容表（様式４）　調整の具体的内容
　水道料金の負担の軽減化を図るためには、検針コスト等を極力
低く抑える必要があるので、隔月検針で調整する。

２　検針方法については、委託検針とし、全てハンディーターミ
　ナルによる検針とする。

３　ハンディーターミナルの受渡しについては、迅速に処理でき
　る体制とする。

４　検針委託料は、津市の単価を基本に地域事情を考慮した単価
　とする。

【参考】津市単価（１件当たり）
　
　　・一般検針地区　　　　６１円
　　・特別検針地区（大門）７４円
　　・集中検針地区　　　　５１円
　
５　簡易水道についても、上水道と同様とする。ただし、美杉村
　の簡易水道利用組合については、現行のまま引き継ぐ。
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　　安濃町(Ｂ)

　　津市(Ａ)

③

検針地区
　　津市(Ｃ)

検　　針
サイクル

① ②



分科会名分科会名分科会名分科会名 水道工務

統一時期統一時期統一時期統一時期 備　　考備　　考備　　考備　　考

　　　　　　　　　　　　　　水道局負担　　　　 　　　　個人負担

10 漏水修繕工事体制 H18.4.1 ●調整内容表（様式４）　調整の具体的内容
　委託方法の統一

●詳細事項調整結果

11 漏水修繕工事の費
用負担の範囲

合併と同時

事務事業詳細事項調整結果一覧事務事業詳細事項調整結果一覧事務事業詳細事項調整結果一覧事務事業詳細事項調整結果一覧
部会名部会名部会名部会名 上水道

区　　分区　　分区　　分区　　分 調整結果調整結果調整結果調整結果

※　美杉村の簡易水道利用組合が管理する簡易水道地域における
　対応については、現行のまま引き継ぐものとする。

平成１６年度緊急修繕対応状況
　

●詳細事項調整結果

　現在の各合併関係市町村における漏水修繕については、年間発
生件数や受託業者数等による地域事情に合わせ、それぞれが年間
委託や１件毎の随時依頼・精算となっている。
　新市においては、年間を通じての業務委託扱いとし、各地域に
おける現行の施工体制を継続するものとする。また、その体制に
ついては３６５日、２４時間対応できるものとする。

　新市における漏水修繕工事の費用負担の範囲については、次の
とおりとする。
１　個人負担の範囲
　　宅地内漏水修理や老朽化に伴う布設替え等

２　水道局負担の範囲
　　公道漏水又は宅地内メーター器までに使用されている給水
　管、止水栓、メーター器本体等からの漏水
　
　※復旧範囲
　　施工後の表面復旧については、張コンクリート程度とする。

●調整内容表（様式４）　調整の具体的内容
　修繕範囲（費用負担）の一元化を図る。

津　市 組合（１６）
施工体制

河芸町 　５業者当番制
久居市 　８業者当番制

芸濃町 １８業者当番制
安濃町 １１業者当番制

白山町 　９業者地区割
美里村 　３業者地区割

年間業務委託

一志町 　７業者地区割
香良洲町 　５業者当番制随時業務委託

　　 〃
年間業務委託美杉村 　２業者地区割

委託方法
年間業務委託
　　 〃
随時業務委託
　　 〃
　　 〃
　　 〃


